
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支

援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
協
定



一

日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
協
定

日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
は
、

日
本
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
に
対
処
す
る
に
当
た
り
日
本
国
の
自
衛
隊
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を

効
率
的
に
果
た
し
て
い
く
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
並
び
に
国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
寄
与
す
る
た
め
の
国
際
社
会
の
努
力
の
促

進
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
活
動
に
お
け
る
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊

と
の
間
の
協
力
を
拡
大
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
、

千
九
百
九
十
八
年
四
月
二
十
八
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後

方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
協
定

に
よ
り
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
六
年
四
月
十
五
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の

間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定

（
以
下
「
改
正
さ
れ
た
協
定
」
と
い
う
。）を
改
正
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、



二

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

改
正
さ
れ
た
協
定
前
文
中
「
及
び
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
」
を
「
、
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
及
び
そ
の
他
の
活
動
」
に

改
め
る
。

第
二
条

改
正
さ
れ
た
協
定
第
一
条
１
ｂ
の
次
に
次
の
新
た
な
ｃ
及
び
ｄ
を
加
え
る
。

ｃ
　
「
武
力
攻
撃
事
態
」
と
は
、
日
本
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
事
態
又
は
日
本
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発

生
す
る
明
白
な
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
態
を
い
う
。

ｄ
　
「
武
力
攻
撃
予
測
事
態
」
と
は
、
武
力
攻
撃
事
態
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
事
態
が
緊
迫
し
、
日
本
国
に
対
す
る
武

力
攻
撃
が
予
測
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
態
を
い
う
。

第
三
条

改
正
さ
れ
た
協
定
第
一
条
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
　
こ
の
協
定
は
、
共
同
訓
練
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
、
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
、
周
辺
事
態
に
対
応
す
る
活
動
、



三

武
力
攻
撃
事
態
若
し
く
は
武
力
攻
撃
予
測
事
態
に
際
し
て
日
本
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
活
動

又
は
第
六
条
に
定
め
る
活
動
に
必
要
な
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の

間
に
お
け
る
相
互
の
提
供
に
関
す
る
基
本
的
な
条
件
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条

改
正
さ
れ
た
協
定
第
二
条
２
中
「
付
表
」
を
「
付
表
１
」
に
改
め
る
。

第
五
条

改
正
さ
れ
た
協
定
第
四
条
２
中
「
第
二
条
に
い
う
付
表
」
を
「
付
表
１
」
に
改
め
る
。

第
六
条

改
正
さ
れ
た
協
定
第
四
条
の
次
に
次
の
新
た
な
第
五
条
及
び
第
六
条
を
加
え
る
。

第
五
条

１
　
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
政
府
が
、
武
力
攻
撃
事
態
又
は
武
力
攻
撃
予
測
事
態
に
際
し
て
日
本
国
の
自
衛
隊
又
は
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
軍
隊
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
に
従
っ
て
行
う
活
動
で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る

た
め
に
必
要
な
も
の
の
た
め
に
必
要
な
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
他
方
の
当
事
国
政
府
に
対
し
て
こ
の
協
定



四

に
基
づ
い
て
要
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
方
の
当
事
国
政
府
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
要
請
さ
れ
た
後
方
支
援
、

物
品
又
は
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
係
る
も
の
と
す
る
。

食
料
、
水
、
宿
泊
、
輸
送
（
空
輸
を
含
む
。）、
燃
料
・
油
脂
・
潤
滑
油
、
被
服
、
通
信
、
衛
生
業
務
、
基
地
支
援
、
保

管
、
施
設
の
利
用
、
訓
練
業
務
、
部
品
・
構
成
品
、
修
理
・
整
備
、
空
港
・
港
湾
業
務
及
び
弾
薬

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
係
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
は
、
付
表
１
に
お
い
て
定
め
る
。

３
　
２
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
に
よ
る
武
器
の
提
供
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
よ
る
武
器
シ
ス
テ
ム

の
提
供
が
含
ま
れ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
日
本
国
の
自
衛
隊
が
１
の
規
定
に
基
づ
い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
よ
り
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
要

請
さ
れ
る
場
合
に
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
対
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供

は
、
武
力
攻
撃
事
態
及
び
武
力
攻
撃
予
測
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
日
本
国
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
た
日
本
国
の
関
連
の

法
律
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

第
六
条



五

１
　
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
政
府
が
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
活
動
以
外
の
活
動
で
あ
っ
て
、

国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
寄
与
す
る
た
め
の
国
際
社
会
の
努
力
の
促
進
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
目
的
の
た
め

に
日
本
国
の
自
衛
隊
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
に
従
っ
て
行
う
も
の
の
た
め
に
必
要
な
後
方

支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
他
方
の
当
事
国
政
府
に
対
し
て
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
要
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他

方
の
当
事
国
政
府
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
要
請
さ
れ
た
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
係
る
も
の
と
す
る
。

食
料
、
水
、
宿
泊
、
輸
送
（
空
輸
を
含
む
。）、
燃
料
・
油
脂
・
潤
滑
油
、
被
服
、
通
信
、
衛
生
業
務
、
基
地
支
援
、
保

管
、
施
設
の
利
用
、
訓
練
業
務
、
部
品
・
構
成
品
、
修
理
・
整
備
及
び
空
港
・
港
湾
業
務

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
係
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
は
、
付
表
１
に
お
い
て
定
め
る
。

３
　
２
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
に
よ
る
武
器
若
し
く
は
弾
薬
の
提
供
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
よ
る

武
器
シ
ス
テ
ム
若
し
く
は
弾
薬
の
提
供
が
含
ま
れ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
日
本
国
の
自
衛
隊
が
１
の
規
定
に
基
づ
い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
よ
り
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
要



六

請
さ
れ
る
場
合
に
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
対
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供

は
、
付
表
２
に
定
め
る
日
本
国
の
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
現
に
有
効
な
も
の
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

第
七
条

改
正
さ
れ
た
協
定
第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。
新
た
な
第
八
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
条
」
に

改
め
る
。

第
八
条

改
正
さ
れ
た
協
定
の
新
た
な
第
十
二
条
２
の
次
に
次
の
新
た
な
３
を
加
え
る
。

３
　
両
当
事
国
政
府
が
合
意
す
る
こ
の
協
定
の
改
正
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
日
本
国
政
府
か
ら
日
本
国
が
当
該
改
正

を
承
認
し
た
旨
の
書
面
に
よ
る
通
告
を
受
領
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
じ
、
こ
の
協
定
が
有
効
で
あ
る
限

り
効
力
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
協
定
の
付
表
２
は
、
両
当
事
国
政
府
の
合
意
に
よ
り
、
こ
の
協
定
を
改
正
す
る
こ
と

な
く
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
付
表
２
の
修
正
は
、
両
当
事
国
政
府
間
の
外
交
上
の
公
文
の
交
換
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

第
九
条



七

改
正
さ
れ
た
協
定
の
付
表
を
こ
の
協
定
に
添
付
さ
れ
て
い
る
付
表
１
に
改
め
る
。
こ
の
協
定
に
添
付
さ
れ
て
い
る
付
表
２
を

改
正
さ
れ
た
協
定
に
付
表
２
と
し
て
加
え
る
。

第
十
条

こ
の
協
定
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
日
本
国
政
府
か
ら
日
本
国
が
こ
の
協
定
を
承
認
し
た
旨
の
書
面
に
よ
る
通
告
を
受

領
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
じ
、
改
正
さ
れ
た
協
定
が
有
効
で
あ
る
限
り
効
力
を
有
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
四
年
二
月
二
十
七
日
に
東
京
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。



八

日
本
国
政
府
の
た
め
に

川
口
順
子

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
た
め
に

ハ
ワ
ー
ド
・
Ｈ
・
ベ
ー
カ
ー
・
Jr



区　
　
　
　

分

食
料

水宿
泊

輸
送
（
空
輸
を
含
む
。）

燃
料
・
油
脂
・
潤
滑
油

被
服

通
信

衛
生
業
務

基
地
支
援

保
管

施
設
の
利
用

訓
練
業
務

部
品
・
構
成
品

修
理
・
整
備

空
港
・
港
湾
業
務

弾
薬

食
料
、
食
事
の
提
供
、
調
理
器
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

水
、
給
水
、
給
水
に
必
要
な
用
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

宿
泊
設
備
及
び
入
浴
設
備
の
利
用
、
寝
具
類
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

人
又
は
物
の
輸
送
、
輸
送
用
資
材
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

燃
料
、
油
脂
及
び
潤
滑
油
、
給
油
、
給
油
に
必
要
な
用
具
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

被
服
、
被
服
の
補
修
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

通
信
設
備
の
利
用
、
通
信
支
援
、
通
信
機
器
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

診
療
、
衛
生
機
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

廃
棄
物
の
収
集
及
び
処
理
、
洗
濯
、
給
電
、
環
境
面
の
支
援
、
消
毒
機
具
及
び
消
毒
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

倉
庫
又
は
冷
蔵
貯
蔵
室
に
お
け
る
一
時
的
保
管
及
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の

建
物
、
施
設
及
び
土
地
の
一
時
的
利
用
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

指
導
員
の
派
遣
、
教
育
訓
練
用
資
材
、
訓
練
用
消
耗
品
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

軍
用
航
空
機
、
軍
用
車
両
及
び
軍
用
船
舶
の
部
品
又
は
構
成
品
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

修
理
及
び
整
備
、
修
理
及
び
整
備
用
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

航
空
機
の
離
発
着
及
び
艦
船
の
出
入
港
に
対
す
る
支
援
、
積
卸
作
業
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

弾
薬
、
弾
薬
の
提
供
、
弾
薬
の
提
供
に
必
要
な
用
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

九

付
表
１



一
〇

付
表
２

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
二
千
三
年
法
律
第

百
三
十
七
号
）
第
八
条

平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
攻
撃
等
に
対
応
し
て
行
わ
れ

る
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
達
成
の
た
め
の
諸
外
国
の
活
動
に
対
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
及
び
関
連
す
る
国
際
連
合

決
議
等
に
基
づ
く
人
道
的
措
置
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
二
千
一
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
六
条
及
び
第
七
条

日
　
　
本
　
　
国
　
　
の
　
　
法
　
　
律
　
　
の
　
　
規
　
　
定


